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阪神・淡路大震災の教訓は東日本
大震災に活かされたか？
―南海トラフ巨大地震に

備えるために―

兵庫県災害医療センター　センター長　中山　伸一

はじめに

災害時における Preventable�Death 回避の
ためには、われわれは如何に備えるべきか？
なかでも災害初期において災害医療活動の展
開に不可欠なものは何なのか？阪神・淡路大
震災の教訓と反省からわが国の災害医療体制
は少しは進歩したはずだが、果たしてそれは
東日本大震災に活かされたのか？残る課題が
あるとすれば、それを少しで明らかにしてお
かねばならない。近い将来、私たちを襲うと
される南海トラフ巨大地震に備えるために…

阪神・淡路大震災の教訓

阪神 ･ 淡路大震災による 6 千人を越す命と
引換えに、私たちは多くの教訓を学んだ。被
災地の医療機関は救急・救命に全力で取組ん
だが、災害時対応への準備不足から「後悔先
に立たず」の反省が残ったことは否めない。
医療分野全体での最大の反省は、被災地内医
療機関も被災し機能低下に陥る中、情報伝達
の欠如から被災地での医療の需要と供給のア
ンバランス（図１）が、どこでどの程度生じ

ているのかをさっぱり共有できなかったた
め、医療チームの組織的応援や被災地からの
患者転送が効果的に実施されなかった（特に

ヘリコプター搬送で転送された患者数は非常
に少なかった（図 2））。そのため、このアンバ

ランスを災害初期の段階から解消させること
はできず、クラッシュ症候群をはじめとした
Preventable�Trauma�Death（防ぎ得た外傷死）
の発生の一因となった。

その後の体制づくり

それらの反省から、災害時医療体制の整備
として数々の提言がなされたが、その中で少
しは進歩したと考えられるものを挙げると、
表１の４つにしぼられよう。その目的あるい
は使命について簡単に述べれば、

Ⅰ）�災害・救急医療情報システム（EMIS）：
インターネット回線を用い、災害発生時
の医療情報を医療機関、消防機関、行政
（災害対策本部など）などで共有可能とし
た医療情報システム。さまざまな情報の
発信と共有が可能であるが、なかでも地
震等の災害発生時に医療機関の被災状況
やDMATの活動状況などについて情報共
有できる。もともと各自治体が整備して
いる災害や救急に関する情報システムは、
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それぞれ仕様が異なるため自治体枠を越
えての共有が難しいが、災害対応に関し
て共通する項目を指定して厚生労働省が
バックアップすることで吸い上げ、全国
で共有できるように工夫している。

Ⅱ）災害時の救護班派遣体制
　　①�災害拠点病院：災害時における初期救

急医療体制の充実強化を目的として、�
災害発生時に患者の受入れや医療救護
班の派遣を率先して行う病院で、都道
府県が指定する（現在、全国で 621 病
院が指定されている）。平時は災害医療
に関する研修を実施する。

　　②�日本DMAT（Disaster�Medical�Assistance
　　　��Team）：医療救護班の中でも、災害発

生直後の急性期から活動する医療チー
ムであり、災害拠点病院を中心に組織
される。医師、看護師、業務調整員で
編成（最低１チーム４人）。�

Ⅲ）�広域医療搬送：災害発生時、重症外傷患
者を自衛隊の航空機などを使って被災地
外に移送することをいい、国が実施する。

Ⅳ）�災害医療コーディネーター：災害発生時
にさまざまな医療救護チームの統制等、
被災地内での医療対応全般について、コー
ディネートする、いわば指揮官。1996 年
の兵庫県を皮切りに新潟県、宮城県など
限られた都道府県で制度化されていたが、
特に東日本大震災以降はその重要性への
認識が高まり、全国で指定する都道府県
が増えつつある。

上記を活用した現在の我が国における災害
時医療体制の枠組みを整理すると、図 3のよ

うになる。新潟県中越地震や新潟県中越沖地
震での対応などを見れば、その取組みが徐々
に生かされつつあるようにも思えていた矢先
に、2011 年 3 月東日本大震災が東北の地を襲っ
た。

教訓は東日本大震災に活かされたか？

地震に加えて津波が広範囲に襲うなか、阪
神・淡路大震災の都市型地震災害とは様相が
異なった東日本大震災となった。DMATや日
赤救護班がいち早く被災地に駆けつけ、発災
直後からの救援医療活動がこれまでのどの災
害よりも迅速にかつ広く展開された（図 4）こ

とは、阪神・淡路大震災の教訓が活かされた
と評価できよう。加えてわが国発の広域医療
搬送をはじめとする航空機を用いた搬送も積
極的に実施された。特に演者を含め関西から
のDMATが中心となって活動したいわて花巻
空港 SCU（Staging�Care�Unit/ 広域医療搬送
拠点臨時医療施設）（図 5）には、重症外傷患

者のみならず、被災地病院などから入院中の
内因性疾病患者も数多くドクターヘリや自衛
隊ヘリ、消防防災ヘリなどで沿岸部の被災地
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から航空搬送された（計 136 名）（図 6）。この

うち、重症者 16 名は広域医療搬送によって北
海道、東京、秋田へ（図 7）、比較的軽症な傷

病者にあっては盛岡市内など花巻空港周辺の
医療機関への収容を図るなど、病状に応じて
柔軟に対応した（表 2）。

その一方で、災害拠点病院も多く被災し、
ライフラインやインターネットが寸断される
なか、EMIS での情報共有は充分になされず（図
8,9）、被災地の情報がわからない、あるいは誤っ
た情報が流れるといった混乱は繰り返された。
これは、医療機関の建物の被災やインターネッ
ト回線の不通によるものの他、もともとEMIS
に未加入あるいは EMIS による情報発信への

未習熟も原因のひとつとしてはあるようだ。
花巻空港 SCUにおいても、被災地内の正確な
被災状況や医療需要が把握できない状況が続
いたため、４日間にわたってのべ DMAT21
チームを被災地内災害拠点病院への投入、情
報収集、病院支援などを担当させた（図 10）。

考察—南海トラフ巨大地震に備えるために

災害拠点病院、EMIS、DMATの整備に代
表される「災害医療」における阪神・大震災
以降での「公助」への取組みが、東日本大震
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災でどの程度効果的に活用できたのか、進歩
と課題を表 3に示す。東日本大震災では SCU

のみならず、被災地のさまざまな場所で、
DMAT や日赤救護班をはじめとして、数多
くの組織に属する医療チームがある程度組織
的に活動したことは良かったが、多数の医療
チームが活動すればするほど、お互いの情報
共有や指揮命令系統の整理や統制が混乱し不
十分であったことも否めない（表 4）。なかで

もDMATとそれ以外の救護チームとの情報共
有がもっとも貧弱で、しっかりした引継ぎも
行わず撤収したDMATも多かったことは、活
動時間や活動内容などに関する過度な原則論
あるいは固定観念に縛られ過ぎたと言わざる
を得ない。もともと、各医療救護チームはそ
れぞれの所属による指揮命令を優先するだけ
ではなく、被災地の医療需要に基づいた活動
の調整を最優先すべきなのではなかったか？
以上をふまえ、南海トラフ級の地震に備え
るためには、時間的・空間的に広範囲かつ数
多く活動する医療救護チーム間の連携が重要
なカギを握ることは確実で、その中でリーダー
シップをとるべきは他でもないDMATと日赤
救護班であると認識し、身を引き締めるべき

であろう。加えて、さまざまな組織に属する
医療チームが、全体として有機的につながっ
て協調性をもって活動を展開するには、改め
て組織を超えた関係者での情報共有の重要性
とそれを全体として統制・統括する災害医療
コーディネートシステムの確立に対する関係
者の認識が重要かつ不可欠である。

結　　語

来るべき南海トラフ巨大地震に備えるため
には、これまでの経験から培われたDMATや
日赤救護班を縦糸に、災害拠点病院などのキー
パーソンに委ねられる災害医療コーディネー
ターを横糸にあらかじめ連携力を高めておく
とともに、過去にとらわれ過ぎない「想定外
を想定とする柔軟な対応力」の強化が求めら
れる。

南海トラフ巨大地震に備える　
―日本赤十字社の課題と対応策―

日本赤十字社総合福祉センター��副所長　木村　尚文　他

東日本大震災以降、首都直下地震の最新の
被害予測や南海トラフ巨大地震の被害想定に
関する報道が、度々メディアに取り上げられ、
国民の不安が増している。日本赤十字社（以下、
日赤）は国の地震対応計画を受け、「指定公共
機関」として、既に防災業務計画の改正及び「東
海」「首都直下」「東南海・南海」の３つの大
規模地震対応計画を策定しているが、東日本
大震災における活動の検証をふまえて、改め
て対応計画の見直しを進めている。
平成７年の阪神淡路大震災において、日赤

をはじめとする救護機関は、初動活動の遅れ
を指摘された。日赤の医療救護は、従前は避
難所での医療活動や巡回診療に比重が置かれ
ており、災害の超急性期における救護活動の
強化が課題であった。このため平成 21 年から
全国赤十字救護班研修（通称：日赤 DMAT
研修）を重点的に実施し、急性期に対応でき
る人材育成に取り組んでいたことで、東日本
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